
これから、施策２－３、障害のある人が分け隔てられない共生社会の実現の
うち、（１）障害に対する理解と相互交流の促進、（２）多様な障害に応じ
たきめ細やかな支援、（３）地域における自立を支える体制づくり、につい
て説明したします。

お手元に施策調書を御用意して視聴をお願いします。
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まず１ページを御覧ください。

本施策は、県民への障害を理由とする差別の解消と、合理的配慮の提供の理
解、 地域で安心して暮らせるよう、障害の特性に応じた就労の促進、様々な
障害の特性に応じたきめ細かな支援体制の整備、を目標に掲げています。

この目標を達成するため、「成果指標」によって施策の効果を測り、「活動
指標」によって施策の進捗状況を確認していくことで、継続的な施策の改善
を図り、施策展開に反映しています。
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本施策では、障害に対する理解の促進、福祉的就労の工賃水準の向上、発達
障害のある人の自立に向けた支援、という３つの視点から、障害者政策に取
り組んでいます。

3



次に２ページを御覧ください。
現状・課題と県の施策について、ご説明します。

まず、現状と対応すべき課題です。
平成29年度の国の世論調査では、障害を理由とする差別や偏見が「ある思
う」と回答した人が8 3 . 9 ％おり、社会全体で障害に対する理解を深め、差
別解消に向けた環境づくりを進めていく必要があります。

県では、障害に対する理解と合理的配慮の提供の推進という視点で、障害の
ある人への差別解消に向けて、差別解消相談窓口を設置し、官民を挙げて意
識啓発を行っています。
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１、静岡県の障害のある人の状況、についてご説明いたします。
一番上のグラフをご覧ください。

身体障害のある人は、平成22 年度は123,321 人でしたが、令和2 年度には
122,715人に減少しています。
一方で65 歳以上の人の割合が増加しており、高齢化が進んでいます。

真ん中のグラフをご覧ください。
知的障害のある人は、平成22年度は23,973 人でしたが、令和2 年度には
35,727人となっており、大きく増加しています。
また、18 歳未満、18 歳以上、どちらも増加傾向となっています。
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一番下のグラフをご覧ください。
精神障害のある人は、平成22 年度は37,255 人でしたが、令和2 年度には
54,431 人となっており、これも大きく増加しています。
なお、入院医療中心から地域でのケアに移行しているため、入院患者数は減
少している一方で、通院患者数は増加しています。
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次に３ページをご覧ください。

２、障害、障害のある人に対する意識等について、御説明いたします。

グラフをご覧ください。
こちらは、平成29 年に国が実施した「障害者に関する世論調査」の結果を示
したものです。

障害のある人が困っているときに手助けをしたことがある人は６割でした。
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「困っているときはお互い様という気持ちから」、「障害のある人を手助け
するのは当たり前のことだと思うから」という理由が多く、障害のある人と
自然に接している人が多くいることが分かります。
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一方で、手助けをしたことがない人は、障害者を見かける機会がなかった人
を除けば、「どのように接したらよいかわからなかったから」、「自分が何
をすればよいかわからなかったから」という理由でした。
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次に４ページをご覧ください。

障害を理由とする差別や偏見については、8 割以上の人が差別や偏見がある
と回答しており、障害や障害のある人への理解、差別の解消に向けた県民意
識の醸成を図る必要があります。
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次に、３、障害者差別解消法の施行について御説明します。

障害者差別解消法（障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律）は、
障害の有無にかかわらず共生できる社会を目指すことを目的に、平成28 年４
月に施行されました。
同法では、障害のある人に対する「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的
配慮の提供」が求められています。

「合理的配慮」とは障害のある人から何らかの助けを求める意思の表明が
あった際に、過度な負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁（事物、制度、
慣行、観念）を取り除くために必要な便宜、のことです。
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表は、障害者差別解消法の概要です。
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次に５ぺージをご覧ください。

上の図は、「不当な差別的取り扱い」の例です。
お店が車いす利用を理由に入店を断ったり、障害を理由にアパート等を貸さ
ない、スポーツクラブの入会を断る、などがその一例です。
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下の図は「合理的配慮の提供」の例です。
お店で視覚障害のある方に店員がメニューを読み上げて説明する、車いす利
用者のために段差をなくす工夫をする、知的障害のある方に説明するときは
ゆっくり丁寧に説明する、などがその一例です。
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次に６ページをご覧ください。

現状と対応すべき課題のふたつめです。、障害のある人が地域で生活するう
えで、就労の場や活動の場があることは大きな役割を果たしますが、平均工
賃は低い水準にあるため、工賃水準の向上を図る必要がある、ということで
す。

県では「福祉的就労の工賃水準の向上」という視点で、障害のある人の就
労・生活相談や事業所の受注拡大、福産品のブランド化を支援しています。
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１、障害のある人の就労の現状について、御説明します。

障害の特性や程度が様々であることから、障害のある人が地域で自立した生
活を送るためには、多様な就労機会を確保していくことが必要です。

また、障害のある人が通常の企業等で働くことを促進していくとともに、そ
れが困難な人に対しては、就労継続支援事業所などの障害福祉サービス事業
所において働く機会を確保することが重要です。

表は通常の企業等で働くこと（一般就労）と、障害福祉サービス事業所にお
いて確保した場所で働くこと（福祉的就労）について、まとめた表です。
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次に、７ページをご覧ください。福祉的就労の状況です。

福祉的就労の就労形態には、就労継続支援事業所との雇用契約に基づく「就
労継続支援Ａ型」と、雇用契約に基づかない「就労継続支援Ｂ型」がありま
す。
就労継続支援事業所の利用者の報酬は、作業で発生した収益のみから支払わ
れることから、報酬額は、自主製品の売り上げや下請等の作業量により左右
されます。

Ｂ型事業所の利用者は、雇用契約がないため最低賃金の制約もないことから、
Ａ型事業所利用者と比べて工賃が低くなっています。
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下の表は「就労継続支援Ａ型」と「就労継続支援Ｂ型」についてまとめた表
です。
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グラフは県内就労継続支援事業所数の推移と、その利用者数の推移を示して
います。
工賃が低いＢ型の方が、事業所数、利用者数ともに多く、増加傾向にありま
す。
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次に、８ページをご覧ください。

グラフをご覧ください。
福祉的就労による平均工賃月額は、年々増加傾向にあり、全国平均を上回っ
ています。
しかし、就労継続支援Ｂ型の令和元年度実績は約１万６千円余に留まってお
り、依然として低い状況にあります。
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地域で自立して生活する上で、障害年金等を除き必要とされる収入は約３万
円といわれていますが、就労継続支援Ｂ型の工賃はそれに届いておらず、工
賃水準の向上に向けた更なる取組を進めていく必要があります。
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次に９ページをご覧ください。
２、工賃向上に向けた課題について、御説明します。

本県では、県民の皆様に授産品がより身近に感じられ親しまれるように、授
産品を「ふじのくに福産品」の愛称で呼んでいます。
ふじのくに福産品は、販売機会が少なく認知度も十分でないことから、製品
を広く知ってもらい、安定した販路の確保を図る必要があります。
また、障害福祉サービス事業所では商品開発や販売ノウハウが不足しており、
消費者のニーズを捉えるため、専門家の助言等を通じて付加価値の高い製品
づくりを支援する必要があります。
併せて、新型コロナウイルス感染拡大に伴うイベント等の中止により販売機
会が減少していることから、新しい生活様式に対応した販路拡大に取り組む
必要があります。

22



グラフは全国就労継続支援Ｂ型事業所の実施したアンケートの、「工賃向上
で今後取り組みたいこと」の回答をまとめたものです。
成果を上げている事業所の情報収集のほか、受託拡大に向けた営業活動、生
産体制の強化、専門家によるアドバイスの活用といった回答が多くなってい
ます。
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次に10ページをご覧ください。

現状と対応すべき課題のみっつめは、近年は発達障害についての相談件数が
増加傾向にあり、相談支援体制の充実が必要であることです。
県では、「発達障害のある人の自立に向けた支援」、という視点で、発達障
害者支援センターを設置し、専門人材の養成やライフステージを通じた相談
支援体制を整備しています。

24



１，発達障害児者の現状について、御説明いたします。

発達障害者支援法において、「発達障害」とは、「自閉症、アスペルガー症
候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに
類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するも
の」と定義しています。

県内の発達障害児者については、
平成24 年度文科省調査によれば通常の学級に在籍する発達障害の可能性のあ
る児童生徒は6.5％との結果であり、この結果から推計すると、県内の15歳以
下の発達障害児者は約３万４千人と推計されます。
また、県内の療育手帳を所持している発達障害児（者）数は令和２年３月31 
日現在において、平成24年度の約３倍に増加しています。
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支援のあり方の検討については、平成28年度に、医療、福祉、教育、労働等
の有識者で構成される「静岡県発達障害者支援体制整備検討委員会」におい
て、今後の発達障害者支援のあり方が取りまとめられました。
今後の課題として、ライフステージを通じた支援体制の確立や、身近な地域
で支援が受けられる体制の確立などが挙げられています。
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次に、11ページをご覧ください。

県と市町の役割ですが、県は発達障害者支援センターの設置や、早期発達支
援のための体制整備など、専門性の高い支援を行い、市町は発達障害の早期
発見・早期の発達支援、専門機関の紹介・情報提供など、身近な支援をして
います。

県内の発達障害者支援センターは、県東部センター、県中西部センター、静
岡市センター、浜松市センターの４つがあり、
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新規相談受付件数は、平成20 年度と比較して約1.5 倍となっています。また、
成人の割合が大きく増加しています。

グラフをご覧ください。
令和２年度の相談対象者の年齢は19歳以上の成人が約６割であり、平成20 年
度と比べて約3.2 倍となっていることが分かります。
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次に12ページをご覧ください。

令和２年度の新規相談の状況です。

年齢別の実績では、成人期（19 歳以上）の相談が半数以上となっています。

相談内容としては、「生活面・家庭で家族ができること」に関する件数が最
も多く、全体の３割となっています。
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下の図は、児童に対する支援体制イメージです。
市町村域では、児童発達支援センターなどが地域支援の提供を行い、
圏域単位では、基幹相談支援センターや保健所などが連携・協力して支援機
能を強化し、
都道府県単位では発達障害者支援センターなどが高度な専門的支援を実施す
る、という体制です。
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次に13ページをご覧ください。

障害者総合支援法の施行や、平成24年の児童福祉法の改正により、在宅の障
害児の援護の実施は市町の役割として規定され、市町による相談支援・障害
福祉サービスが拡充されています。
発達障害者支援においても、市町において、1.5 歳・3 歳児健診等での早期発
見から早期の発達支援につなげています。
児童を対象とした障害福祉サービスの１ヶ月あたりの利用者数は年々増加し
ており、早期発見から早期発達支援への体制が整いつつあることがうかがえ
ます。
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２ 、発達障害者支援における課題について、御説明します。

前述しましたが、発達障害者支援センターへの相談において青年期の相談割
合が増加しています。
青年期・中高年層の発達障害について、知的障害のない発達障害、医療機関
での診断を受けていない人からの相談が増加しています。
その他、当事者の親の子育てに関する相談や、薬物・ギャンブル等依存、他
の精神障害との併存に関する相談等も増えており、それぞれ関係機関との連
携が必要となっています。

発達障害は分かりにくい障害であることから早期の支援につながりにくく、
日常生活において周囲の人がその特性を理解することも必要です。

現状と対応すべき課題については以上です。
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次に、14ページをご覧ください。

ここでは、施策に関する県と市町、民間等との役割分担について説明します。

県は、県民、企業に対する障害のある人及び障害に対する正しい理解の広報
啓発や、専門的分野に関する相談支援体制の構築、人材養成を実施します。

市町は、市民に対する障害のある人及び障害に対する正しい理解の広報啓発
や、生活全般に関する相談支援を実施します。

県民等は、障害のある人への理解・配慮、地域での共生や、福産品の購入、
障害福祉事業所への発注により支援します。
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図は障害者総合支援法の給付と事業の概要図です。
市町は介護給付や相談支援等を実施し、県は広域支援や人材育成により支援
するなど、地域が一丸となって支援する体制になっています。

34



次に15ページをご覧ください。

それでは、主な取組について説明します。

障害のある人や障害に対する正しい理解の県民への浸透を図り、障害者差別
解消条例に基づく合理的配慮の提供を推進しています。

取組事例を紹介します。

県は、条例に基づき、障害福祉の有識者による相談窓口の運営や、県民が一
体となって障害者差別解消に取り組む県民会議の開催、障害差別を解消する
ための取組を実施した団体等に対する表彰等を実施しています。

表はそれぞれの令和２年度実績、
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障害者相談窓口の概要を示しています。

写真は優良事例表彰式の様子です。
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次に16ページをご覧ください。

周囲の人に援助や配慮を必要としていることを知らせるヘルプマークの普及
や、障害のある人を支援する声かけサポーターの養成など、合理的配慮の推
進に向けた取組等を実施しています。

ヘルプマークとは、義足又は人工関節を使用している人、内部障害又は難病
の人、妊娠初期の人など、援助又は配慮を必要としていることが外見からは
分からない人が身に着け、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせる
マークのことです。
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若年層に向けた取り組みとして、意味や目的をわかりやすく紹介した漫画を
作成し、公共交通機関等の利用機会が増えて活動範囲が広がる新高校１年生
に配布しました。
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次に17ページをご覧ください。

声かけサポーターの養成研修では、高校生や地域住民等を対象に、モビリ
ティ財団、県歩行訓練士会、白杖使用者や盲導犬使用者などの当事者を講師
に招いて実施しました。
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また、合理的配慮の理解促進のため、合理的な配慮の提供に係る事業を実施
する事業者・団体に対する助成をしています。

令和２年度は、合理的配慮提供方法を学習するための動画等の作成や、視覚
に障害のある人用の案内表示等制作等、ワークショップの開催などを実施し
ました。
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18ページをご覧ください。

「静岡県手話言語条例」に基づき、県民の手話への理解促進と手話を使いや
すい環境を整備するため、県民誰もが手話で簡単なあいさつができることを
目指す「手話であいさつを｣運動や、県民向け・企業向け手話講習会への講師
派遣等を実施しました。
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写真はその様子です。
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19ページをご覧ください。

主な取り組みの二つ目について御説明いたします。

障害福祉事業所の収益の拡大等を図り、工賃向上につなげることで、事業所
で働く障害のある方々の経済的な自立を促進しています。

取組事例について説明いたします。
障害のある人の工賃向上に向けた取組を推進するため、令和３年度からの
「静岡県工賃向上計画」において、目標工賃額等の数値目標と、その達成に
向けた具体的な方策を示し、工賃水準の向上を図る取組を行っています。
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障害のある人が地域で自立した生活を送ることができるよう、例えば授産品
の受注機会の拡大や、収益向上への支援、発注の推進など、様々な施策を実
施しています。
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20ページをご覧ください。

図は、「障害者働く幸せ創出センター」の概念図です。企業と福祉事業者の
マッチングを実施しています。
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また、授産品をより身近に感じられ、広く県民に親しまれるように、「ふじ
のくに福産品」という愛称とともに、ロゴマークやキャッチコピーを作成し
て認知度向上を図っています。
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21ページをご覧ください。

県では、農福連携による取り組みも進めています。これは、障害者等が農業
分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現してい
く取組です。

 農福連携に取り組むことで、障害者等の就労や生きがいづくりの場を生み出
すだけでなく、担い手不足や高齢化が進む農業分野において、新たな働き手
の確保につながる可能性もあります。
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そのほか、事業所に対して、アドバイザー派遣やオンライン販売導入経費支
援を行っています。
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22ページをご覧ください。

主な取り組みの三つ目を御説明いたします。

医療、保健、福祉、教育、労働等の関係機関の連携のもと切れ目ない支援を
行うことで、発達障害のある人が抱えている困難さを緩和することを目指し
ています。

取組事例について説明いたします。
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図をご覧ください。
発達障害児者支援においては、関係分野の専門人材の養成とともに、ライフ
ステージを通じた支援体制の確立が必要です。
令和２年度からは、県発達障害者支援センターを東部及び中西部の２箇所体
制とし、専門的な知識や経験が豊富な民間法人に運営を委託し、より身近な
場所で専門的な支援を提供できる体制を整備しました。
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１、相談支援体制の整備について御説明します。

発達障害者支援センターを設置し、発達障害者支援コーディネーターの配置
により、市町だけでは対応困難なケースの相談支援、助言指導及び地域の体
制整備の支援（調整会議での助言、研修会、啓発活動）を実施しています。
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次に23ページをご覧ください。

相談に対しては、自己理解等の支援や、医療機関への情報提供書の提供、相
談後のケアの継続等を実施しています。
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また、研修等による専門人材の育成も行っています。
表はその事例を取りまとめたものです。
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発達障害を日常診療しない医師に対する研修や、保健師、保育士、教諭等に
対する研修、高校・大学進路担当など、様々な関係機関を対象に研修を実施
しています。

取組に関する説明は以上です。
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次に24ページをご覧ください。

最後に、主要事業についてです。
これらの事業により、施策を進めています。
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施策レビューでは、参加いただく皆様に、御担当いただく施策に関して連想
するキーワード等を事前にお伺いしています。

キーワードを３つ、「意見提出シート」に記載いただき、返信用封筒で御返
送くださるようお願いいたします。

説明は以上になります。御視聴ありがとうございました。
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